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沖縄県の機関で、労働基準法別表第１に掲げる事業及び同表に掲げる事業以外の事業を行う事業所の区分は、別添
（次頁）のとおり。
※市町村及び一部事務組合等においては、各々の条例等を確認してください（問い合わせ先は当支部ではありませ
んのでご了承ください）。

注：実施機関は次のとおり
　　・地方公務員災害補償法（条例を除く）・・・地方公務員災害補償基金
　　・労働者災害補償保険法・・・国（厚生労働省所管）
　　・地方独立行政法人の使用者たる役員・・・当該地方独立行政法人
　　・その他・・・地方公共団体等
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